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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（権利行使日等）

第３７条 （略）

（権利行使日等）

第３７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 有価証券オプションの権利行使により成

立するオプション対象証券の売買に係る決

済は、権利行使日から起算して４日目（休

業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日に行うものとする。ただし、権

利行使日がオプション対象証券の売買に係

る配当落等の期日（指定取引所が定める配

当落等の期日であって、普通取引に係るも

のに限る。）又は株式併合後の株券の売買

開始の期日（指定取引所が定める株式併合

後の株券（投資信託受益証券及び投資証券

を含む。以下同じ。）の売買開始の期日で

あって、普通取引に係るものに限る。）の

前日に当たるときは、当該権利行使日から

起算して３日目の日において、当該権利行

使により成立するオプション対象証券の売

買に係る決済を行う。

４ 有価証券オプションの権利行使により成

立するオプション対象証券の売買に係る決

済は、権利行使日から起算して５日目（休

業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日に行うものとする。ただし、権

利行使日がオプション対象証券の売買に係

る配当落等の期日（指定取引所が定める配

当落等の期日であって、普通取引に係るも

のに限る。）若しくは株式併合後の株券の

売買開始の期日（指定取引所が定める株式

併合後の株券（投資信託受益証券及び投資

証券を含む。以下同じ。）の売買開始の期

日であって、普通取引に係るものに限

る。）の前日に当たるときは、当該権利行

使日から起算して４日目の日において、当

該権利行使により成立するオプション対象

証券の売買に係る決済を行う。

５ （略） ５ （略）

（権利行使に伴う貸借取引）

第４１条 （略）

（権利行使に伴う貸借取引）

第４１条 （略）

２ 取引参加者は、前項の規定により貸借取

引を行った場合には、権利行使日の翌日

（権利行使日がオプション対象証券の売買

に係る配当落等の期日（東京証券取引所が

定める配当落等の期日であって、普通取引

に係るものに限る。）若しくは株式併合後

の株券の売買開始の期日（東京証券取引所

が定める株式併合後の株券の売買開始の期

日であって、普通取引に係るものに限

る。）又はこれらに相当する日の前日に当

たるときは、権利行使日）の６か月目の応

当日（応当日がないときは、その月の月末

とし、応当日が休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。）から起算して３日目の日

までに、当該信用売り又は信用買いの決済

を行わなければならない。

２ 取引参加者は、前項の規定により貸借取

引を行った場合には、権利行使日の翌日

（権利行使日がオプション対象証券の売買

に係る配当落等の期日（東京証券取引所が

定める配当落等の期日であって、普通取引

に係るものに限る。）若しくは株式併合後

の株券の売買開始の期日（東京証券取引所

が定める株式併合後の株券の売買開始の期

日であって、普通取引に係るものに限

る。）又はこれらに相当する日の前日に当

たるときは、権利行使日）の６か月目の応

当日（応当日がないときは、その月の月末

とし、応当日が休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。）から起算して４日目の日

までに、当該信用売り又は信用買いの決済

を行わなければならない。

３ （略） ３ （略）

付  則
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１ この改正規定は、平成３１年７月１６日か

ら施行し、この改正規定施行の日（以下「施

行日」という。）以後に有価証券オプション

の権利行使により成立するオプション対象証

券の売買に係る決済から適用する。

２ 改正後の第４１条第２項の規定は、施行日

以後に同項に規定する権利行使日の翌日の６

か月目の応答日が到来する信用売り又は信用

買いの決済から適用する。

３ 前２項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３１年

７月１６日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（顧客の権利行使に係る決済時限等）

第１９条 顧客が第１３条第１項及び第２項

に規定する指示を行った場合及び有価証券

オプションの権利行使の割当てを受けた場

合に成立するオプション対象証券の売買に

係る決済は、権利行使日から起算して４日

目の日の午前９時までに、当該権利行使に

より成立するオプション対象証券の売買に

係る第２１条に規定する金銭又は有価証券

を、取引参加者に差し入れるものとする。

ただし、オプション対象証券の売買に係る

配当落等の期日（指定取引所が定める配当

落等の期日であって、普通取引に係るもの

に限る。以下同じ。）又は株式併合後の株

券の売買開始の期日（指定取引所が定める

株式併合後の株券（投資信託受益証券及び

投資証券を含む。以下同じ。）の売買開始

の期日であって、普通取引に係るものに限

る。以下同じ。）の前日（休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に

行われた権利行使により成立する当該オプ

ション対象証券の売買に係る決済の場合

は、当該権利行使日から起算して３日目の

日の午前９時までに差し入れるものとす

る。

（顧客の権利行使に係る決済時限等）

第１９条 顧客が第１３条第１項及び第２項

に規定する指示を行った場合及び有価証券

オプションの権利行使の割当てを受けた場

合に成立するオプション対象証券の売買に

係る決済は、権利行使日から起算して５日

目の日の午前９時までに、当該権利行使に

より成立するオプション対象証券の売買に

係る第２１条に規定する金銭又は有価証券

を、取引参加者に差し入れるものとする。

ただし、オプション対象証券の売買に係る

配当落等の期日（指定取引所が定める配当

落等の期日であって、普通取引に係るもの

に限る。以下同じ。）又は株式併合後の株

券の売買開始の期日（指定取引所が定める

株式併合後の株券（投資信託受益証券及び

投資証券を含む。以下同じ。）の売買開始

の期日であって、普通取引に係るものに限

る。以下同じ。）の前日（休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に

行われた権利行使により成立する当該オプ

ション対象証券の売買に係る決済の場合

は、当該権利行使日から起算して４日目の

日の午前９時までに差し入れるものとす

る。

２ （略） ２ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成３１年７月１６日か

ら施行し、この改正規定施行の日以後に成立

するオプション対象証券の売買に係る決済か

ら適用する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３１年

７月１６日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。


